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平成 21 年 3 月期  第 2 四半期決算短信（非連結） 

平成  年  月  日 

上 場 会 社 名                          上場取引所 
コ ー ド 番 号                                     ＵＲＬ  http://www.                           
代  表  者 （役職名）      （氏名） 
問合せ先責任者 （役職名）     （氏名）             ＴＥＬ (     )     －      
四半期報告書提出予定日  平成  年  月  日  配当支払開始予定日  平成  年  月  日 
 

（百万円未満切捨て）  
１．平成 21 年 3 月期第 2四半期（中間期）の業績（平成 20 年 4月 1日～平成 20 年 9月 30 日） 
(1) 経営成績                            （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      中間純利益 
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20 年 9 月中間期     
19 年 9 月中間期     

 

 
１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整後 
１ 株 当 た り 
中 間 純 利 益 

 円    銭 円    銭 

20 年 9 月中間期   
19 年 9 月中間期   

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円    銭 

20 年 9 月中間期     
20 年 3 月期     

（参考）自己資本   20 年 9 月中間期       百万円  20 年 3 月期       百万円 
 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第 1 
四半期末 

第 2 
四半期末 

第 3 
四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

20 年 3 月期      

21 年 3 月期      

21 年 3 月期（予想）      

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有・無 
 
 
３．平成 21 年 3 月期の業績予想（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3 月 31 日）  

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭 

通     期      
（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有・無 

H-1

H-2

H-3
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４．その他 
  
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基
本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有・無 
② ①以外の変更 ： 有・無 
［（注）詳細は、○ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

 
(2) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）20 年 9 月中間期      株 20 年 3 月期      株 
② 期末自己株式数          20 年 9 月中間期      株 20 年 3 月期      株 
③ 期中平均株式数 （中間期）    20 年 9 月中間期      株 19 年 9 月中間期   株 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
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４．その他 

(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
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5．中間財務諸表等 
 

(1) 中間貸借対照表 

  － 当中間会計期間末、前会計年度末 
 

(2) 中間（四半期）損益計算書 

  － 前中間会計期間、当中間会計期間、［前四半期会計期間］、［当四半期会計期間］ 

⇒ 四半期会計期間については基本的に任意だが、会社が四半期報告書に記載しようとしている四半

期会計期間（３ヶ月）に係る損益計算書と、「累計差額方式」により作成された四半期会計期間に係

る損益計算書の間に重要な差異がある場合は四半期会計期間における損益計算書を必須とする。 

 

(3) 中間株主資本等変動計算書 

  － 前中間会計期間、当中間会計期間 

 

［(4) 中間キャッシュ・フロー計算書］ 

  －［前中間累計期間］、［当中間累計期間］ 

 

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

 

 

※ ［   ］内は任意開示書類 


